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平
成
２１
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る 

  
個
人
市
県
民
税
の
主
な
改
正
内
容 

く
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
支
払
い

を
受
け
て
い
る　

歳
以
上
の
方

６５

　

た
だ
し
、
次
の
方
は
、
特
別
徴

収
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

・
老
齢
基
礎
年
金
等
給
付
額
の
年

額
が　

万
円
未
満
の
方

１８

・
当
該
年
度
の
特
別
徴
収
税
額
が

老
齢
基
礎
年
金
等
給
付
額
の
年

額
を
超
え
る
方

◆
対
象
税
額

　

公
的
年
金
な
ど
に
係
る
所
得
に

対
す
る
個
人
市
県
民
税
の
所
得
割

額
と
均
等
割
額

※
特
別
徴
収
の
対

象
と
な
る
給
与

所
得
が
あ
る
方

は
、
均
等
割
額

は
給
与
か
ら
の

特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。

◆
対
象
年
金

　

老
齢
基
礎
年
金
、
老
齢
厚
生
年

金
、
退
職
共
済
年
金
な
ど

◆
実
施
時
期

　
　

月
支
給
分
か
ら

１０

　
「
ふ
る
さ

と
に
貢
献
し

た
い
」「
ふ
る

さ
と
を
応
援

し
た
い
」
と

い
う
納
税
者

の
思
い
を
生

か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
都
道

府
県
・
市
区
町
村
に
対
す
る
寄
付

金
控
除
が
抜
本
的
に
拡
充
さ
れ
ま

し
た
。

◆
制
度
の
概
要

　

都
道
府
県
・
市
区
町
村
に
対
し
、

平
成　

年
１
月
１
日
以
後
に
行
わ

２０

れ
た
寄
付
金
の
う
ち
、
寄
付
金
額

の
５
千
円
を
超
え
る
部
分
に
つ
い

て
、
個
人
市
県
民
税
所
得
割
の
お

お
む
ね
１
割
を
上
限
に
寄
付
金
税

額
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
控
除
は
、
寄
付
を
し
た
翌
年

度
の
個
人
市
県
民
税
か
ら
と
な
り

　

税
源
移

譲
に
伴
っ

て
、
平
成

　

年
分
以

１９降
の
所
得

税
の
住
宅

借
入
金
等

特
別
控
除

に
控
除
し
き
れ
な
い
額
が
生
じ
た

場
合
は
、
平
成　

年
度
以
降
の
個

２０

人
市
県
民
税
か
ら
、
所
得
税
で
控

除
し
き
れ
な
い
額
を
控
除
す
る
制

度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、

昨
年
と
同
様
に
今
年
も
申
告
書
の

提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

◆
対
象
者

・
平
成　

年
か
ら
平
成　

年
末
ま

１１

１８

で
に
入
居
し
た
方

※
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
の

申
告
期
限
（
平
成　

年
３
月　

２１

１６

日
）
ま
で
に
必
ず
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

　

今
ま
で
、
納
付
書
や
口
座
振
替

で
支
払
っ
て
い
た
公
的
年
金
に
係

る
個
人
市
県
民
税
は
、
今
後
の
高

齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
公
的
年
金

受
給
者
の
納
税
の
便
宜
を
図
る
た

め
に
、
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴

収（
天
引
き
）制
度
を
導
入
し
ま
す
。

◆
対
象
者

　

公
的
年
金
に
係
る
個
人
市
県
民

税
の
納
税
義
務
者
の
う
ち
、
４
月

１
日
現
在
で
国
民
年
金
法
に
基
づ

公
的
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
制
度
の
導
入

「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」に
よ
る

寄
付
金
控
除
の
改
正

住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
の
申
告

ま
す
。

◆
対
象
者

　

個
人
市
県
民
税（
所
得
割
）の
納

税
義
務
の
あ
る
方

◆
寄
付
金
控
除
の
対
象
と
な
る
地

方
公
共
団
体
の
範
囲

　

す
べ
て
の
都
道
府
県
・
市
区
町

村
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

◆
控
除
率

　

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
付

金
の
う
ち
、
５
千
円
を
超
え
る
部

分
に
つ
い
て
、
次
の
①
と
②
の
合

計
額
が
個
人
市
県
民
税（
所
得
割
）

か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

①（
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄

付
金－

５
千
円
）
×　

％
１０

②（
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄

付
金－

５
千
円
）
×
（　

％－

９０

所
得
税
の
限
界
税
率
）

※
②
の
額
に
つ
い
て
は
、
個
人
市

県
民
税（
所
得
割
）の
１
割
が
上

限
と
な
り
ま
す
。

※
②
の
所
得
税
の
限
界
税
率
と
は
、

寄
付
を
し
た
方
に
適
用
さ
れ
る

所
得
税
の
税
率
の
こ
と
で
、
所

得
に
応
じ
て
５
〜　

％
と
な
り

４０

ま
す
。

◆
控
除
対
象
限
度
額

　

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
付

金
と
そ
れ
以
外
の
寄
付
金
を
合
わ

せ
て
、
総
所
得
金
額
な
ど
の　

％
３０

が
上
限
に
な
り
ま
す
。
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平
成
２０
年
分
農
業
所
得
申
告 

税の申告

◆
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

申
告
書
の
配
付

　

昨
年
、
申
告
書
を
提
出
し
た
方

で
税
額
控
除
を
受
け
た
方
に
は
、

１
月
中
旬
に
郵
送
で
申
告
書
を
送

付
し
て
い
ま
す
。

　

前
記
以
外
で
必
要
な
方
は
、
税

務
課
市
民
税
係
お
よ
び
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
の
窓
口
で
配
付
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で

利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
所
得
税
の
年
末
調
整
を

受
け
る
給
与
所
得
者
で
確
定
申
告

を
し
な
い
方
と
、
確
定
申
告
を
す

る
方
で
は
申
告
書
の
様
式
が
異
な

り
ま
す
の
で
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
申
告
書
の
提
出
先

・
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

…
税
務
署

・
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
い

方
…
市
役
所
（
源
泉
徴
収
票
を

添
付
）

　

平
成　

年
分
農
業
所
得
は
、
収

２０

支
計
算
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

農
業
所
得
以
外
に
給
与
所
得
な

ど
の
所
得
が
あ
る
方
は
、
各
種
所

得
を
合
算
し
て
市
県
民
税
の
申
告

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

収
支
計
算
を
す
る
際
の
土
地
改

良
費
に
つ
い
て
は
、
賦
課
金
が　
１０

ア
ー
ル
当
た
り
１
万
円
以
上
の
場

合
は
、
賦
課
金
に
含
ま
れ
て
い
る

永
久
資
産
相
当
分
が
必
要
経
費
と

し
て
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
賦
課
金
が
１
万
円
以
上

の
左
表
の
土
地
改
良
区
な
ど
に
つ

い
て
は
、
控
除
額
を
次
の
と
お
り

算
出
し
ま
し
た
の
で
、
収
支
計
算

を
す
る
際
に
、
控
除
額
を
土
地
改

良
費
の
必
要
経
費
と
し
て
計
上
し

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
こ
の
表
に
な
い
土
地
改

良
区
な
ど
の
賦
課
金
は
、　

ア
ー

１０

ル
当
た
り
１
万
円
未
満
の
た
め
、

支
払
っ
た
賦
課
金
額
を
必
要
経
費

と
し
て
計
上
し
て
く
だ
さ
い
（
城

崎
、
竹
野
、
但
東
地
域
に
は
、
１

農
業
所
得
申
告

万
円
以
上
の
土
地
改
良
区
は
あ
り

ま
せ
ん
）。

　

ま
た
、
支
払
額
の
分
か
る
領
収

書
な
ど
は
必
ず
７
年
間
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

　

税
制
改
正

に
よ
り
、
平

成　

年
４
月

１９
１
日
以
降
に

取
得
し
た
農

業
･
営
業
･

不
動
産
所
得
な
ど
に
関
す
る
減
価

償
却
資
産
は
、
耐
用
年
数
経
過
時

点
に
「
残
存
簿
価
１
円
」
ま
で
償

却
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成　

年
３
月　

日
以

１９

３１

前
に
取
得
し
た
減
価
償
却
資
産
も
、

償
却
可
能
限
度
額
に
達
し
た
翌
年

か
ら
「
残
存
簿
価
１
円
」
に
な
る

ま
で
５
年
間

の
均
等
償
却

が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
、
農
業
所
得
の
収
支
計

算
を
手
助
け
す
る
「
農
業
所
得
収

支
計
算
ソ
フ
ト
」
を
添
付
し
て
い

ま
す
の
で
利
用
く
だ
さ
い
。

減
価
償
却
費
の
計
算
方
法

■土地改良費控除額（１０アール当たり）

控除額名　　　称地域

１５，４５９円一般分
中佐土地改良区

豊岡

１３，４４８円特別分

１２，３４９円中郷土地改良区

１４，８６０円ほ場（田）
新田井堰土地改良区

１２，１３０円ほ場（畑）

２０，５５４円新田東部土地改良区

１２，０２４円一般分福田工区福江土地改良区

２４，２２０円一般分
森津土地改良区

１８，５２７円特別分

３４，８２０円八幡土地改良区

１３，１６６円国府平野土地改良区日高

１０，６３１円室見台土地改良区

出石
２０，４２１円中川土地改良区

１３，７３５円出石北土地改良区

１０，０１８円見性寺土地改良総合整備事業

※新田井堰土地改良区の経常分（一般会計分）は、領収書な
どで確認し、別途経費に算入してください。また、福江土
地改良区の福田工区一般分には、水利費２，７２０円が含まれ
ています。


